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【別紙１６】 

 

登録廃止の手順 

 

令和 2年 7月 30日 

全国タイル工業組合 

 

登録廃止は、登録品を廃番にした場合や登録の更新をしない場合などに、被認定者が登録品の

廃止を行うこと手続きである。（登録期限までに廃止をしない場合は、１年間の自動更新と

なり、更新手数料が必要となる。） 

ここではその再提出申請の手順について説明する。 

 

 

1 登録廃止選択 

 

メニュー画面から「タイル登録廃止」 

または「接着剤登録廃止」を選択する 
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2 データ選択 

2.1 タイルの場合 

 

廃止するデータの「廃止」を 

クリックする。 
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2.2 接着剤の場合 

 

廃止するデータの「廃止」を 

クリックする。 
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3 製品情報確認 

3.1 タイルの場合 

 

 

②「廃止」をクリックする。 

① データの内容が、廃止する

製品のものか確認する。 
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3.2 接着剤の場合 

 

②「廃止」をクリックする。 

① データの内容が、廃止する

製品のものか確認する。 
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4 廃止確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

「OK」をクリックする。 

※ ここで OK を押すとデータ復活ができませ

んのでくれぐれもご注意ください。 

※ 廃止手数料はかかりません。 


